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令和４年度 主要施策決算報告 

令和４年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の波が、第

７波、第８波と繰り返される中、ウクライナ情勢を契機とした原材

料やエネルギー等の価格高騰に、円安の進行が更なる拍車をかけ、

住民生活や地域経済に大きな影響が及ぼされた１年でありました。 

こうした厳しい社会情勢の中、本町におきましては、富田林医師

会と連携を取りながら、新型コロナワクチン接種体制を着実に確保

するとともに、国交付金を活用した感染防止対策や生活・暮らしへ

の支援に加え、原油価格・物価高騰やエネルギー・原材料・食料等

の安定供給対策、中小企業や子育て世帯への支援などを実施いたし

ました。 

新型コロナウイルス感染症対策、生活・暮らしへの支援など 

⚫ 新型コロナウイルス感染症対策 

住民が３密を避け、自宅から議会を視聴するための議会映像配信

システムの導入や総合福祉センタートイレの非接触化のための改修

工事等を実施いたしました。 
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⚫ 生活・暮らしへの支援 

自宅療養等応援パックを引き続き実施するとともに、コロナ禍に

おける子ども達の個別最適な学びの充実を図るため、町立小中学校

にＩＣＴ支援員を配置し、授業等のサポートを実施いたしました。 

⚫ 原油価格・物価高騰対策 

一般用水道基本料金の全額免除や町立幼稚園及び小中学校の給食

費無償化を引き続き実施し、広く住民の経済的な負担軽減を図りな

がら、燃料価格高騰の影響を大きく受けた交通事業者や運送事業者

並びにハウス栽培農業者への支援金の交付や民間保育所・認定こど

も園への給食材料費の補助等を行いました。 

⚫ エネルギー・原材料・食料等の安定供給対策 

町内消費を喚起し、地域経済及び住民生活を下支えするため、キ

ャッシュレス決済のポイント還元による事業者支援を実施するとと

もに、事業系ゴミシール購入代金の助成や介護保険や障がい福祉サ

ービス事業所に対する支援金の交付等を実施いたしました。 
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⚫ 中小企業や子育て世帯への支援 

事業者支援激励金及び事業者一時支援金の交付、健康マイレージ

協賛事業者への支援、新入学応援緊急給付金の交付等を実施いたし

ました。  
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「こころ健やかで、元気に暮らせるまちづくり」 

「子育て環境の向上」につきましては、子ども家庭総合支援拠点

を核に、より専門的な相談対応や継続的なソーシャルワーク業務を

行いつつ、母子保健の充実に関する取り組みとして、赤ちゃんの耳

の聞こえにくさを早期に発見し、適切な支援につなげるため、新た

に新生児聴覚検査費用の助成を実施するなど、安心して子どもを育

てる環境づくりに取り組みました。 

次に、「地域福祉の充実」につきましては、重層的支援体制整備

構築事業として、介護、障がい、子育てなど各分野で実施されてい

た相談支援、参加支援や地域づくりに向けた支援を一体的に実施

し、地域共生社会の実現に向け取り組みました。 

「支え合い、安心して暮らせるまちづくり」 

「まちの安全性・快適性の向上」につきましては、老朽化した道

路の舗装復旧や橋梁の予防保全的工事の施工、橋梁の５年に一度の

法定点検等を引き続き実施いたしました。 
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さらに、安心した救急医療体制の確保のため、高規格救急車の更

新整備を行うとともに、公共交通の更なる利用促進に向け、金剛バ

ス自動車の上ノ太子駅前の回数券・定期券売場の設置に対する支援

等を行いました。 

「活力と魅力にあふれる、個性豊かなまちづくり」 

「地域経済を支える産業の振興」につきましては、農業次世代人

材投資事業やイノシシやカラスによる農作物被害防止対策を引き続

き実施するとともに、道の駅の運営につきましては、運営事業者公

募による施設の効率的かつ効果的な活用に取り組みました。 

また、南阪奈道路太子インターチェンジ周辺において、新たな産

業を誘致することにより雇用の創出・地域経済の活性化を図るた

め、工場の立地を目的とする基準を策定しました。なお、本件につ

きましては、令和５年度に入り、１件の事業者が立地に向けた協議

を開始しております。 

さらに、本町を東西に横切る主要な幹線道路である府道美原太子

線沿道においても、令和５年度からの運用開始に向け、沿道型商業
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施設等の誘導を目指し、建築物の用途の追加や敷地面積の要件につ

いて変更を行いました。 

また、企業誘致の実効性を高めるため、大阪府と共同で地域未来

投資促進法に基づく基本計画を策定し、地域の特性を活かして高い

付加価値を創出し、地域の事業者に経済的波及効果を及ぼす本町へ

の進出事業者に対して、国からの各種支援が受けられる環境を整備

しました。 

次に、「まちの魅力を活かした交流の推進」につきましては、観

光・まちづくり協会の運営補助を引き続き行うとともに、ふるさと

納税制度を活用した自主財源の確保に関する取り組みとして、民間

ポータルサイトを活用したＰＲを強化するとともに、ふるさと納税

型クラウドファンディング補助金を活用した返礼品開発やラインナ

ップの充実のための取り組みを行いました。 

この結果、個人版のふるさと納税については、令和３年度に比

べ、寄附件数は約６倍となる3,949件、寄附受入額は約３倍となる

３億６千310万７千円となり、順調な成果を上げることが出来まし

た。 
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「豊かな自然・歴史とともに育つ、誇りあるまちづくり」 

「地域とともに育む学校教育の充実」につきましては、町が１つ

の中学校区という地域性を活かし、幼稚園から中学校までの義務教

育を含めた12年間の系統性と連続性に配慮した教育活動の展開と指

導体制や学習指導方法などの充実に向け、非認知能力の伸長を柱と

して、「目指す子ども像」を明確にした幼小中一貫教育に引き続き

取り組みました。 

さらに、教育環境の充実を図るため、３期目のトイレ改修工事と

して磯長小学校のトイレ改修工事を実施するとともに、「ＧＩＧＡ

スクール構想」実現に向け、小中学校において個に応じた学びの充

実と学力向上を目的に、ＡＩ型ドリルの導入を図り、町立幼稚園に

おいては、タブレット端末の導入や通信ネットワーク環境の整備を

行うことにより、ＩＣＴ教育環境を整備いたしました。 

次に、「生涯にわたり学べる環境づくり」につきましては、新た

に、社会教育団体育成事業として、文化・スポーツ活動の活性化を

通じた活力ある地域社会の実現のため、町立の社会教育施設を拠点
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として活動する文化、スポーツ分野の団体活動への補助を行いまし

た。 

さらに、総合スポーツ公園維持管理事業として、老朽化した総合

体育館の照明をＬＥＤ化し、メイン・サブアリーナの床改修を行う

とともに、令和４年７月より、図書館機能を備えた町立生涯学習セ

ンター「太子の森」の運用を開始し、全ての人たちが生涯を通じて

楽しく学び、憩い、交流することができる環境整備に取り組みまし

た。 

また、「地域への愛着心の醸成」につきまして、国指定史跡二子

塚古墳の歴史学習、地域振興及び観光振興の拠点としての積極的な

利用に向け、史跡としての環境整備と適切な保存管理に、引き続き

取り組みました。 

「みんなで歩む協働のまちづくり」 

「住民との協働の推進」につきましては、広く住民の意見を聞

き、今後のまちづくりに活かすことを目的に、初のタウンミーティ

ングを実施いたしました。 
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さらに、サッカー日本代表の前田大然選手に、本町のＰＲ大使に

就任いただくとともに、ＦＩＦＡワールドカップカタール大会期間

中においては、パブリックビューイングを実施し、町が一体となっ

て、奮闘する前田選手とサッカー日本代表チームに声援を送りまし

た。 

また、「広報サポーター制度」による住民主体の情報発信に引き

続き取り組むとともに、新たに公式ＬＩＮＥを開設し、プッシュ型

による行政情報の発信を行うなど、ＳＮＳを活用した町政の情報発

信及び住民相互のコミュニケーションの充実に取り組みました。 

さらに、公民連携の取り組みといたしまして、新たに１企業、２

大学との間に包括連携協定を、４企業との間に事業連携協定を締結

するとともに、これまでの継続した取り組みに加え、株式会社ある

やうむとの「ふるさと納税ＮＦＴ」の共同開発、ダイドードリンコ

株式会社との小学生への「環境に関する出前授業」の開催など、多

種多様な企業や大学と新たな連携・協力を進めながら、さらなる住

民サービスの向上と地域活性化に向けて取り組みました。 
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次に、「効率的・効果的な行政経営」につきましては、住民の利

便性の向上のため、マイナンバーカードを活用した住民票の写し及

び印鑑登録証明書のコンビニ交付を開始するとともに、町立万葉ホ

ール使用申請などをオンラインで完結できるオンライン申請フォー

ム作成システムの導入を行い、さらにそのシステムの利便性を、公

的個人認証機能などで拡充するための検討を進めるなど、自治体Ｄ

Ｘの推進に取り組みました。 

 


